
Ｑ 健康保険組合における医療費の流れをくわしく教えてください。

また、医療費の支払いが２か月もかかるのはどうしてですか？

Ａ 下記の医療費の流れ図をご覧ください。

① 被保険者の毎月のお給料から「健康保険料」を徴収します。

② 健康保険料で保険証カードを交付します。

③ 被保険者・被扶養者が病気・ケガ等で医療機関に行きます。

④ 医療機関で治療して、自己負担金を支払います。

⑤ 医療機関は、自己負担金以外の健保負担分を審査支払機関を通して請求します。

⑥ 審査支払機関は、診療内容に誤りがないか審査します。

⑦ 審査支払機関は、審査後健康保険組合に医療費を請求します。

⑧ 健康保険組合は審査支払機関を通して医療機関に医療費を支払います。

診療を受けた月から健康保険組合に医療費の請求がくるまでには、審査支払機関での

診療内容審査が行われるため、２か月の時間を要します。

このために、「いつ医療機関で治療したか」ということを忘れがちになってしまいま

すので、必ず医療機関で発行されました領収書は、大切に保管いただきますようお願

いいたします。
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